
１ 水道料金は、（１）基本料金と（２）従量料金の合計額に１００分の１１０を乗じて得た額です。

（１） 基本料金（1か月分、税抜き）

円

円

円

円

円

円

円

円

 （２） 従量料金（１か月単位、１㎥につき、税抜き）

料金区分 口 径 １～１０ｍ
3

専 用（一般） ２５ｍｍ以下 ６５円

共用（給水タンク無） ４０ｍｍ以上

臨 時

共 用 総使用水量を使用する戸数で除し、口径２５ｍｍ以下の欄の単位で計算し、

(給水タンク付） それに使用している戸数を乗じます。

２ 下水道使用料は、排除汚水量（水道使用水量等）に次の区分の合計金額に１００分の１１０を乗じて

得た額です。

（１か月分、税抜き）

７００ 円

１㎥につき １０ 円

１㎥につき １０５ 円

１㎥につき １６５ 円

１㎥につき ２１０ 円

（排除汚水量は、水道水のみ使用の場合は、水道の使用水量）

３ 計算方法

水道料金及び下水道使用料は、通常２か月ごとに検針した数量の１/２を１か月ごとに計算し、２か月

の合計金額に消費税計算をしたものを料金としています。

  なお、検針した数量を１/２にし、１㎥未満の端数が生じたときは、端数を後の月分に加えた数量を

それぞれの月分の数量とします。（右項の計算例を参考にしてください。）

  例：２か月で４５㎥の場合は前月２２㎥と後月２３㎥

水道料金・下水道使用料の計算方法

料金区分

専用（一般）

処理区域

排除汚水量

基本使用料

１００

１５０

２６～ ５０㎥までの部分

３２５円

１２７円 １５６円

２３，６５０

４７，４１０

臨 時

メーター口径（ｍｍ） 金 額

５２０

９５０

５０

７５

１，４１０

３，５５０

８，１１０

１５，４３０

１３

２０

２５

４０

５１㎥からの部分

１～ １０㎥までの部分

共 用

１１～２５ｍ
3

２６～５０ｍ
3

使用する戸数１戸につき４７０円

５１ｍ
3
以上

１１～ ２５㎥までの部分

区 分 金 額

２０１円

１５６円 ２１６円

―



※ 計算例

【計算例 １】 口径１３ｍｍ 使用水量４５㎥
１ 水道料金 ４５㎥（２２㎥/１か月、２３㎥/１か月）

基本料金 １３ ｍｍ ５２０ 円/１か月 ＝ 円
従量料金 ２２㎥/１か月 １０ ㎥ × ６５ 円 ＝ 円

１２ ㎥ × １２７ 円 ＝ 円
計 円 ①

基本料金 １３ ｍｍ ５２０ 円/１か月 ＝ 円
従量料金 ２３㎥/１か月 １０ ㎥ × ６５ 円 ＝ 円

１３ ㎥ ×１２７ 円 ＝ 円
計 円 ②

水道料金（①＋②）×消費税 （２，６９４ 円 + ２，８２１ 円） × 1.10 ＝ ６，０６６円 ③

２ 下水道使用料   ４５㎥（２２㎥/１か月、２３㎥/１か月）
基本使用料 ７００ 円/１か月 ＝ 円
従量使用料 ２２㎥/１か月 １０ ㎥ × １０ 円 ＝ １００ 円

１２ ㎥ × １０５ 円 ＝ １，２６０ 円
計 円 ④

基本使用料 ７００ 円/１か月 ＝ 円
従量使用料 ２３㎥/１か月 １０ ㎥ × １０ 円 ＝ １００ 円

１３ ㎥ ×１０５ 円 ＝ 円
計 円 ⑤

下水道使用料(④＋⑤)×消費税 （２，０６０ 円 + ２，１６５ 円） × 1.10 ＝ ４，６４７円 ⑥
水道料金＋下水道使用料（③＋⑥） ６，０６６ 円 + ４，６４７ 円 ＝ １０，７１３ 円

【計算例 ２】 口径２０ｍｍ 使用水量５６㎥
１ 水道料金 ５６㎥（２８㎥/１か月、２８㎥/１か月）

基本料金 ２０ ｍｍ ９５０ 円/１か月 ＝ 円
従量料金 ２８㎥/１か月 １０ ㎥ × ６５ 円 ＝ 円

１５ ㎥ × １２７ 円 ＝ 円
３ ㎥ × １５６ 円 ＝ 円

計 円 ①
基本料金 ２０ ｍｍ ９５０ 円/１か月 ＝ 円
従量料金 ２８㎥/１か月 １０ ㎥ × ６５ 円 ＝ 円

１５ ㎥ × １２７ 円 ＝ 円
３ ㎥ × １５６ 円 ＝ 円

計 円 ②
水道料金（①＋②）×消費税 （３，９７３ 円 + ３，９７３ 円） × 1.10 ＝ ８，７４０円 ③

２ 下水道使用料   ５６㎥（２８㎥/１か月、２８㎥/１か月）
基本使用料 ７００ 円/１か月 円
従量使用料 ２８㎥/１か月 １０ ㎥ × １０ 円 ＝ 円

１５ ㎥ × １０５ 円 ＝ 円
３ ㎥ × １６５ 円 ＝ 円

計 円 ④
基本使用料 ７００ 円/１か月 円
従量使用料 ２８㎥/１か月 １０ ㎥ × １０ 円 ＝ 円

１５ ㎥ × １０５ 円 ＝ 円
３ ㎥ × １６５ 円 ＝ 円

計 円 ⑤
下水道使用料(④＋⑤)×消費税 （２，８７０ 円 + ２，８７０ 円） × 1.10 ＝ ６，３１４円 ⑥
水道料金＋下水道使用料（③＋⑥） ８，７４０ 円 + ６，３１４ 円 ＝ １５，０５４ 円

※ 下水道のない区域及び下水道に接続されてない方は、水道料金のみとなります。
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